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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　照明装置の発光色を制御する情報端末の制御方法であって、
　前記情報端末は、表示部及び前記表示部に設けられたタッチパネルを備え、
　前記制御方法は、
　前記照明装置の発光色の候補となる単一色を前記表示部の第一表示領域に表示する表示
ステップと、
　前記タッチパネルによってスワイプ操作を検出する検出ステップと、
　前記第一表示領域に表示されている単一色を、検出された前記スワイプ操作に応じて変
更する変更ステップと、
　前記照明装置の発光色を前記第一表示領域に表示されている単一色に変更するための信
号を送信する送信ステップとを含み、
　前記変更ステップにおいては、前記第一表示領域に表示されている単一色を、検出され
た前記スワイプ操作の向きに応じて異なる色に変更し、
　前記表示ステップにおいては、さらに、所定の向きに前記スワイプ操作を行ったとした
ときに前記第一表示領域に表示されている単一色が近づく色を、前記表示部のうち前記所
定の向きに対応する場所に位置する第二表示領域に表示する
　制御方法。
【請求項２】
　照明装置の発光色を制御する情報端末の制御方法であって、
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　前記情報端末は、表示部及び前記表示部に設けられたタッチパネルを備え、
　前記制御方法は、
　前記照明装置の発光色の候補となる単一色を前記表示部の第一表示領域に表示する表示
ステップと、
　前記タッチパネルによってスワイプ操作を検出する検出ステップと、
　前記第一表示領域に表示されている単一色を、検出された前記スワイプ操作に応じて変
更する変更ステップと、
　前記照明装置の発光色を前記第一表示領域に表示されている単一色に変更するための信
号を送信する送信ステップとを含み、
　前記表示ステップにおいては、さらに、前記第一表示領域に表示されている単一色の色
相及び彩度の値を当該単一色に重畳して表示する
　制御方法。
【請求項３】
　前記表示ステップにおいては、前記照明装置の発光色の候補となる単一色を前記第一表
示領域の全部に表示する
　請求項１または２に記載の制御方法。
【請求項４】
　前記変更ステップにおいては、前記第一表示領域に表示されている単一色が、検出され
た前記スワイプ操作に応じて所定の色空間内を移動するように、前記第一表示領域に表示
されている単一色を変更する
　請求項１～３のいずれか１項に記載の制御方法。
【請求項５】
　さらに、前記第一表示領域に表示されている単一色を前記照明装置の発光色として決定
する決定操作を前記タッチパネルによって受け付ける受付ステップを含み、
　前記送信ステップにおいては、前記決定操作が受け付けられたときに、前記信号を送信
する
　請求項１～４のいずれか１項に記載の制御方法。
【請求項６】
　前記送信ステップにおいては、前記第一表示領域に表示されている単一色が変更される
ごとに、前記信号を送信する
　請求項１～５のいずれか１項に記載の制御方法。
【請求項７】
　前記送信ステップにおいては、前記照明装置または前記照明装置を制御する照明制御装
置に、前記信号を送信する
　請求項１～６のいずれか１項に記載の制御方法。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか１項に記載の制御方法をコンピュータに実行させるためのプロ
グラム。
【請求項９】
　照明装置の発光色を制御する情報端末であって、
　第一表示領域を含み、前記照明装置の発光色の候補となる単一色を前記第一表示領域に
表示する表示部と、
　前記表示部に設けられたタッチパネルと、
　前記タッチパネルがスワイプ操作を検出したときに、当該スワイプ操作に応じて前記第
一表示領域に表示される単一色を変更する制御部と、
　前記照明装置の発光色を前記第一表示領域に表示されている単一色に変更するための信
号を送信する送信部とを備え、
　前記制御部は、前記第一表示領域に表示されている単一色を、検出された前記スワイプ
操作の向きに応じて異なる色に変更し、
　前記表示部は、さらに、所定の向きに前記スワイプ操作を行ったとしたときに前記第一
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表示領域に表示されている単一色が近づく色を、前記表示部のうち前記所定の向きに対応
する場所に位置する第二表示領域に表示する
　情報端末。
【請求項１０】
　照明装置の発光色を制御する情報端末であって、
　第一表示領域を含み、前記照明装置の発光色の候補となる単一色を前記第一表示領域に
表示する表示部と、
　前記表示部に設けられたタッチパネルと、
　前記タッチパネルがスワイプ操作を検出したときに、当該スワイプ操作に応じて前記第
一表示領域に表示される単一色を変更する制御部と、
　前記照明装置の発光色を前記第一表示領域に表示されている単一色に変更するための信
号を送信する送信部とを備え、
　前記表示部は、さらに、前記第一表示領域に表示されている単一色の色相及び彩度の値
を当該単一色に重畳して表示する
　情報端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、照明装置の発光色を制御するための情報端末の制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、スマートフォンなどの携帯可能な情報端末が普及している。また、さらに小型の
情報端末として、腕時計型または眼鏡型の情報端末も開発されている（例えば、特許文献
１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１５－０１６７１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、ユーザが上記のような情報端末を操作することにより、照明装置の発光制御
を行うことが考えられる。このような場合、情報端末が小型になるほど、操作性が悪くな
る傾向がある。
【０００５】
　本発明は、ユーザの操作性を向上することができる情報端末の制御方法、及び、情報端
末を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一態様に係る制御方法は、照明装置の発光色を制御する情報端末の制御方法で
あって、前記情報端末は、表示部及び前記表示部に設けられたタッチパネルを備え、前記
制御方法は、前記照明装置の発光色の候補となる単一色を前記表示部の第一表示領域に表
示する表示ステップと、前記タッチパネルによってスワイプ操作を検出する検出ステップ
と、前記第一表示領域に表示されている単一色を、検出された前記スワイプ操作に応じて
変更する変更ステップと、前記照明装置の発光色を前記第一表示領域に表示されている単
一色に変更するための信号を送信する送信ステップとを含む。
【０００７】
　本発明の一態様に係るプログラムは、前記制御方法をコンピュータに実行させるための
プログラムである。
【０００８】
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　本発明の一態様に係る情報端末は、照明装置の発光色を制御する情報端末であって、第
一表示領域を含み、前記照明装置の発光色の候補となる単一色を前記第一表示領域に表示
する表示部と、前記表示部に設けられたタッチパネルと、前記タッチパネルがスワイプ操
作を検出したときに、当該スワイプ操作に応じて前記第一表示領域に表示される単一色を
変更する制御部と、前記照明装置の発光色を前記第一表示領域に表示されている単一色に
変更するための信号を送信する送信部とを備える。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の情報端末の制御方法、及び、情報端末は、ユーザの操作性を向上することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、実施の形態に係る照明制御システムの構成を示すブロック図である。
【図２】図２は、実施の形態に係る情報端末の外観斜視図である。
【図３】図３は、照明装置を制御するときの情報端末の画面遷移を説明するための図であ
る。
【図４Ａ】図４Ａは、照明選択画面における操作を説明するための第一の図である。
【図４Ｂ】図４Ｂは、照明選択画面における操作を説明するための第二の図である。
【図４Ｃ】図４Ｃは、照明選択画面における操作を説明するための第三の図である。
【図５Ａ】図５Ａは、明るさ設定画面における操作を説明するための第一の図である。
【図５Ｂ】図５Ｂは、明るさ設定画面における操作を説明するための第二の図である。
【図６】図６は、付加機能設定画面における操作を説明するための図である。
【図７Ａ】図７Ａは、発光色設定画面における操作を説明するための第一の図である。
【図７Ｂ】図７Ｂは、発光色設定画面における操作を説明するための第二の図である。
【図７Ｃ】図７Ｃは、発光色設定画面における操作を説明するための第三の図である。
【図８】図８は、照明装置の発光色の設定動作のフローチャートである。
【図９】図９は、変形例に係る照明装置の発光色の設定動作のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、実施の形態について、図面を参照しながら具体的に説明する。なお、以下で説明
する実施の形態は、いずれも包括的または具体的な例を示すものである。以下の実施の形
態で示される数値、形状、材料、構成要素、構成要素の配置位置及び接続形態、ステップ
、ステップの順序などは、一例であり、本発明を限定する主旨ではない。また、以下の実
施の形態における構成要素のうち、最上位概念を示す独立請求項に記載されていない構成
要素については、任意の構成要素として説明される。
【００１２】
　なお、各図は、模式図であり、必ずしも厳密に図示されたものではない。また、各図に
おいて、実質的に同一の構成に対しては同一の符号を付しており、重複する説明は省略ま
たは簡略化される場合がある。
【００１３】
　（実施の形態）
　［全体構成］
　以下、実施の形態に係る照明制御システムの構成について説明する。図１は、実施の形
態に係る照明制御システムの構成を示すブロック図である。
【００１４】
　照明制御システム１００は、情報端末１０と、複数の照明装置（例えば、照明装置２０
及び照明装置２０ａ）とを備える。照明制御システム１００は、ユーザが情報端末１０を
操作することにより、複数の照明装置を制御できるシステムである。本実施の形態では、
複数の照明装置は、住宅などの建物に設置される。照明装置の制御には、照明装置の点灯
制御、消灯制御、調光制御、及び、調色制御などが含まれる。
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【００１５】
　複数の照明装置の数は、特に限定されない。照明装置２０ａは、照明装置２０と同様の
構成であるため、詳細な構成については図示が省略されている。
【００１６】
　［情報端末］
　まず、情報端末１０について図１に加えて図２を用いて説明する。図２は、情報端末１
０の外観斜視図である。
【００１７】
　図２に示されるように、情報端末１０は、いわゆるウェアラブル型（装着型）の情報端
末である。情報端末１０は、具体的には、腕時計型の情報端末である。なお、情報端末１
０は、腕時計型の情報端末に限定されず、スマートフォンであってもよいし、タブレット
端末であってもよい。また、情報端末１０は、照明装置２０を制御するための専用の端末
（例えば、専用のリモートコントローラ）であってもよい。図１に示されるように、情報
端末１０は、表示部１１と、タッチパネル１２と、制御部１３と、第一通信部１４と、第
一記憶部１５と、リューズ部１６とを備える。
【００１８】
　表示部１１は、照明装置２０を制御するための画像を表示する。表示部１１は、例えば
、照明装置２０の発光色の候補となる単一色を表示する。表示部１１は、具体的には、Ｌ
ＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）または有機ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒ
ｏ　Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）パネルにより形成された表示パネルと、その駆動回路な
どからなる。表示部１１の画面形状は、例えば、円形であるが、楕円形であってもよいし
、矩形または略矩形（角丸矩形など）であってもよい。
【００１９】
　タッチパネル１２は、表示部１１に設けられ、ユーザの操作を検出するユーザインター
フェースである。タッチパネル１２は、より詳細には、表示部１１の表示画面に対向配置
される。タッチパネル１２は、ユーザのタップ操作、スワイプ操作、及び、フリック操作
などを検出する。タッチパネル１２は、具体的には、静電容量方式のタッチパネルである
が、抵抗膜方式（感圧式）のタッチパネル等、その他の方式のタッチパネルであってもよ
い。
【００２０】
　制御部１３は、表示部１１に表示される画像の表示制御、及び、第一通信部１４の通信
制御などを行う制御装置である。制御部１３は、例えば、タッチパネル１２がスワイプ操
作を検出したときに、当該スワイプ操作に応じて表示部１１に表示される単一色を変更す
る。また、制御部１３は、照明装置２０の発光色を表示部１１に表示されている単一色に
変更するための制御信号を、第一通信部１４に送信させる。制御部１３は、具体的には、
マイクロコンピュータであるが、プロセッサまたは専用回路などにより実現されてもよい
。
【００２１】
　第一通信部１４は、照明装置２０と通信を行うための通信回路（通信モジュール）であ
る。第一通信部１４は、例えば、送信部として機能し、制御部１３の制御に基づいて、照
明装置２０の発光色を表示部１１に表示されている単一色に変更するための制御信号を送
信する。また、第一通信部１４は、照明装置２０から信号を受信することもできる。
【００２２】
　本実施の形態では、第一通信部１４は、第二通信部２１と無線通信を行う。第一通信部
１４は、ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、または、無線ＬＡＮなどの通信規格に対応し
た通信回路である。なお、第一通信部１４の具体的態様は、特に限定されない。例えば、
第一通信部１４は、赤外線により通信を行う通信回路であってもよいし、微弱無線通信を
行うＵＡＲＴ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ａｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　Ｒｅｃｅｉｖｅｒ　Ｔ
ｒａｎｓｍｉｔｔｅｒ）回路であってもよい。
【００２３】
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　なお、第一通信部１４は、必ずしも照明装置２０と直接通信する必要はない。例えば、
情報端末１０と照明装置２０との間に、照明装置２０を制御する照明制御装置が介在する
場合、第一通信部１４は、照明制御装置と通信を行うことにより、間接的に照明装置２０
を制御してもよい。
【００２４】
　第一記憶部１５は、複数の照明装置を制御するためのアプリケーションプログラム（制
御プログラム）、表示部１１に画像を表示するための画像情報、表示部１１に単一色を表
示するための色空間に関する情報、及び、複数の照明装置のアドレスなどが記憶される記
憶装置である。第一記憶部１５は、具体的には、半導体メモリなどによって実現される。
【００２５】
　リューズ部１６は、タッチパネル１２以外のユーザインターフェースである。リューズ
部１６は、具体的には、リューズ本体と、リューズ本体への操作を検知する検知部とを有
する。リューズ部１６は、例えば、後述する画面遷移において使用される。
【００２６】
　［照明装置］
　次に、照明装置２０について図１を参照しながら説明する。なお、照明装置２０ａなど
、複数の照明装置のうち照明装置２０以外の照明装置については、照明装置２０と同様の
構成であるため説明が省略される。
【００２７】
　照明装置２０は、例えば、室内を照明するいわゆるシーリングライトであり、情報端末
１０によって制御される。なお、照明装置２０の態様は、特に限定されるものではなく、
ベースライトまたはダウンライト等であってもよい。
【００２８】
　図１に示されるように、照明装置２０は、第二通信部２１と、照明制御部２２と、発光
部２３と、第二記憶部２４とを備える。以下、照明装置２０の各構成要素について説明す
る。
【００２９】
　第二通信部２１は、情報端末１０と通信を行うための通信回路（通信モジュール）であ
る。第二通信部２１は、具体的には、情報端末１０の第一通信部１４から制御信号を受信
する。受信される制御信号には、発光部２３の明るさを変更するための調光信号、及び、
発光部２３の発光色を変更するための調色信号などが含まれる。なお、第二通信部２１は
、照明装置２０に信号を送信することもできる。第二通信部２１は、第一通信部１４に対
応した通信回路（通信モジュール）であればよく、通信方式も第一通信部１４と通信でき
るのであれば特に限定されない。
【００３０】
　照明制御部２２は、照明装置２０の各種制御を行う制御装置である。照明制御部２２は
、例えば、第二通信部２１が受信した調光信号に応じて、発光部２３の明るさの制御（調
光制御）を行う。また、照明制御部２２は、例えば、第二通信部２１が受信した調色信号
に応じて、発光部２３の発光色の制御（調光制御）を行う。
【００３１】
　照明制御部２２は、具体的には、マイクロコンピュータであるが、プロセッサまたは専
用回路などにより実現されてもよい。また、照明制御部２２には、発光部２３の発光を制
御するための回路も含まれる。このような回路は、具体的には、ＰＷＭ（Ｐｕｌｓｅ　Ｗ
ｉｄｔｈ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）制御回路などのチョッパ制御回路である。
【００３２】
　発光部２３は、照明制御部２２の制御に基づいて発光する光源である。発光部２３は、
具体的には、赤色に発光する発光素子、緑色に発光する発光素子、及び、青色に発光する
発光素子を含む。これらの発光素子の明るさが制御されることにより、発光部２３は、色
空間内（例えば、後述のＨＳＶサークル内）の各色を表現できる。発光素子は、具体的に
は、ＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）素子であるが、有機ＥＬなど
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であってもよい。
【００３３】
　第二記憶部２４は、照明装置２０のアドレス、及び、照明制御部２２が制御に使用する
制御プログラムなどが記憶される記憶装置である。第二記憶部２４は、具体的には、ＥＥ
ＰＲＯＭなどの半導体メモリである。
【００３４】
　［画面遷移］
　次に、照明装置２０を制御するときの情報端末１０の画面遷移について説明する。図３
は、照明装置２０を制御するときの情報端末１０の画面遷移を説明するための図である。
【００３５】
　なお、以下の説明においては、「アイコンへの操作」「画面への操作」のような表現は
、タッチパネル１２への操作と同様の意味で使用される。また、以下の説明において、長
押しとは、画面を押してすぐに指が離されるのではなく、所定時間（例えば、１秒）以上
画面が押し続けられることを意味する。
【００３６】
　図３の（ａ）に示されるように、情報端末１０の電源がオンされると、メニュー画面が
表示される。メニュー画面には、アプリケーションを実行するための複数のアイコンが含
まれる。ユーザが照明のアイコン１７をタップ操作すると、タッチパネル１２はこれを検
出する。このような操作が検出されると、制御部１３は、第一記憶部１５に記憶された照
明制御用のアプリケーションを実行し、図３の（ｂ）に示される照明選択画面を表示部１
１に表示させる。
【００３７】
　照明選択画面が表示されているときに、ユーザが画面の中央をタップ操作すると、タッ
チパネル１２はこれを検出する。これにより、照明装置が選択される。以下、選択された
照明装置を照明装置２０と記載する。
【００３８】
　照明装置２０が選択されると、図３の（ｃ）に示されるように、制御部１３は、照明装
置２０の明るさを設定するための明るさ設定画面を表示部１１に表示させる。
【００３９】
　明るさ設定画面が表示されているときに、ユーザが表示部１１の画面に長押し右フリッ
ク操作を行うとする。タッチパネル１２によってこのような操作が検出されると、制御部
１３は、図３の（ｄ）に示される発光色設定画面を表示部１１に表示させる。
【００４０】
　発光色設定画面が表示されているときに、ユーザが表示部１１の画面に長押し右フリッ
ク操作を行うとする。タッチパネル１２によってこのような操作が検出されると、制御部
１３は、図３の（ｅ）に示される付加機能設定画面を表示部１１に表示させる。なお、付
加機能設定画面は、照明装置２０が有する照明以外の機能の設定（オンまたはオフ）を行
うための画面である。
【００４１】
　付加機能設定画面が表示されているときに、ユーザが表示部１１の画面に長押し右フリ
ック操作を行うとする。タッチパネル１２によってこのような操作が検出されると、制御
部１３は、図３の（ｃ）に示される明るさ設定画面を表示部１１に表示させる。
【００４２】
　一方で、明るさ設定画面、発光色設定画面、及び、付加機能設定画面が表示されている
ときに、ユーザが表示部１１の画面に長押し上フリック操作を行うとする。タッチパネル
１２によってこのような操作が検出されると、制御部１３は、図３の（ｂ）に示される照
明選択画面を表示部１１に表示させる。つまり、ユーザは、画面を照明選択画面に戻すこ
とができる。
【００４３】
　また、図３においては図示されていないが、照明選択画面、明るさ設定画面、発光色設
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定画面、及び、付加機能設定画面が表示されているときに、ユーザが表示部１１の画面に
長押し下フリック操作を行うとする。タッチパネル１２によってこのような操作が検出さ
れると、制御部１３は、照明制御用のアプリケーションを終了し、図３の（ａ）に示され
るメニュー画面を表示部１１に表示させる。
【００４４】
　なお、図３の（ｂ）において選択された照明装置２０が有しない機能に対応する画面は
スキップされる。例えば、照明装置２０が付加機能を有しない場合が考えられる。このよ
うな場合、発光色設定画面が表示されているときに、ユーザが表示部１１の画面に長押し
右フリック操作を行うとする。タッチパネル１２によってこのような操作が検出されると
、制御部１３は、図３の（ｅ）に示される付加機能設定画面をスキップし、図３の（ｃ）
に示される明るさ設定画面を表示部１１に表示させる。
【００４５】
　なお、明るさ設定画面、発光色設定画面、及び、付加機能設定画面は、リューズ部１６
への操作によって切り替えられてもよい。この場合、長押し右フリック操作に代えてリュ
ーズ部１６への操作が用いられてもよいし、長押し右フリック操作とリューズ部１６への
操作とが併用されてもよい。
【００４６】
　以下、各画面における操作について詳細に説明する。
【００４７】
　［照明選択画面］
　まず、照明選択画面における操作について説明する。図４Ａ～図４Ｃは、照明選択画面
における操作を説明するための図である。
【００４８】
　図４Ａに示されるように、照明選択画面においては、ユーザは、上スワイプ操作または
下スワイプ操作によって何階に設置された照明装置を制御対象とするかを選択することが
できる。つまり、タッチパネル１２によって上スワイプ操作及び下スワイプ操作が検出さ
れると、制御部１３は、表示部１１に表示させる階数及び部屋の名前を変更する。
【００４９】
　図４Ａの例では、上スワイプ操作により、昇順（１階、２階、３階の順）に階数が変更
される。３階が最上階であるときには、３階が表示されている状態で、上スワイプ操作が
行われると、階数が１階に戻る。
【００５０】
　また、下スワイプ操作によれば、上スワイプ操作とは逆の順に階数が変更される。具体
的には、下スワイプ操作により、降順（３階、２階、１階の順）に階数が変更される。１
階が最下階であるときには、１階が表示されている状態で下スワイプ操作が行われると階
数が３階に戻る。
【００５１】
　また、図４Ｂに示されるように、ユーザは、右スワイプ操作または左スワイプ操作によ
ってどの部屋に設置された照明装置を制御対象とするかを選択することができる。つまり
、タッチパネル１２によって右スワイプ操作及び左スワイプ操作が検出されると、制御部
１３は、表示部１１に表示させる部屋の名前を変更する。このとき、１つ部屋に複数の照
明装置が設置されているときには、照明装置の番号も表示される。
【００５２】
　図４Ｂの例では、右スワイプ操作により、リビング、ダイニング、キッチンの順に部屋
が変更される。キッチンが表示されている状態で、右スワイプ操作が行われると、リビン
グが表示される。
【００５３】
　また、左スワイプ操作によれば、右スワイプ操作とは逆の順に部屋が変更される。具体
的には、左スワイプ操作によれば、キッチン、ダイニング、リビングの順に部屋が変更さ
れる。リビングが表示されている状態で、左スワイプ操作が行われると、キッチンが表示
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される。
【００５４】
　そして、図４Ｃに示されるように、ユーザは、部屋が選択された状態で画面を長押しし
ながら周方向にスワイプ操作を行うことにより、照明装置の選択を行うことができる。つ
まり、タッチパネル１２によって長押し後の周方向のスワイプ操作が検出されると、制御
部１３は、表示部１１に表示させる照明装置の番号を変更する。
【００５５】
　図４Ｃの例では、長押し後の周方向のスワイプ操作により、照明１及び照明２のいずれ
かが表示される。
【００５６】
　照明選択画面においては、最終的には、ユーザが画面中央（図４Ａ～図４Ｃにおいて破
線で囲まれた領域）をタップ操作することにより、照明装置２０が選択される。つまり、
タッチパネル１２によって画面中央へのタップ操作が検出されると、制御部１３は、タッ
プ操作が行われたときに表示部１１に表示されている照明装置２０を、制御対象として決
定する。
【００５７】
　このとき、制御部１３は、ユーザに制御対象の照明装置２０を認識させるために、第一
通信部１４に、制御対象の照明装置２０あてに制御信号を送信させてもよい。具体的には
第一通信部１４は、制御対象の照明装置２０のアドレスを指定した制御信号を送信しても
よい。
【００５８】
　このような制御信号を受信した照明装置２０の照明制御部２２は、例えば、発光部２３
が点灯状態であるときには、発光部２３を一度暗くさせてから元の明るさに徐々に戻すフ
ェード制御を行う。また、上記制御信号を受信した照明装置２０の照明制御部２２は、例
えば、発光部２３が消灯状態であるときには、発光部２３を０．１秒～１秒程度点灯させ
てから消灯する瞬時点灯制御を行う。これにより、ユーザは、制御対象の照明装置２０を
目視で確認することができる。
【００５９】
　なお、照明装置２０の設置状態を示す情報は、事前にユーザによって登録され、第一記
憶部１５に記憶されている。設置状態を示す情報においては、照明装置２０のアドレスと
、当該照明装置２０が設けられている建物の階数、当該照明装置２０が設けられている部
屋の名称、当該照明装置２０の番号（画面に表示される番号）などの情報と対応付けられ
ている。
【００６０】
　［明るさ設定画面］
　次に、明るさ設定画面における操作について説明する。図５Ａ及び図５Ｂは、明るさ設
定画面における操作を説明するための図である。
【００６１】
　図５Ａに示されるように、明るさ設定画面においては、ユーザは、周方向にスワイプ操
作を行うことによって照明装置２０の明るさ（調光率）を設定（変更）することができる
。図５Ａの例では、タッチパネル１２によって時計回りのスワイプ操作が検出されると（
図５Ａの（ａ））、制御部１３は、表示部１１に表示させる調光率を増加する（図５Ａの
（ｂ））。同様に、タッチパネル１２によって反時計回りのスワイプ操作が検出されると
、制御部１３は、表示部１１に表示させる調光率を減少する。
【００６２】
　また、明るさ設定画面においては、画面全体が、調光率を示す扇形の第一領域（図５Ａ
中のハッチングされた領域）と、第一領域以外の扇形の第二領域とに区分される。調光率
が変更されると、画面中央に表示された調光率を示す文字だけでなく、第一領域と第二領
域との割合が変わる。具体的には、調光率に応じて第一領域の中心角及び第二領域の中心
角が変わる。図５Ａに示されるように、調光率が２５％のときは、第一領域の中心角は９
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０度であるが、調光率が５０％のときは、中心角は１８０度となる。
【００６３】
　なお、第二領域は、後述する発光色設定画面において設定された色相及び彩度と、設定
された調光率とにより定まる照明装置２０の発光色と同じ色である。これにより、ユーザ
は、明るさ設定画面を通じて、設定された発光色を認識することができる。
【００６４】
　照明装置２０の調光率の変更は、例えば、リアルタイムで行われる。つまり、タッチパ
ネル１２によって周方向のスワイプ操作が検出されるごとに、制御部１３は、第一通信部
１４に、制御対象の照明装置２０あての調光信号を送信させる。調光信号は、照明装置２
０の発光部２３を設定された調光率で発光させるための制御信号である。第二通信部２１
によって調光信号が受信されると、照明制御部２２は、受信された調光信号に応じて発光
部２３の調光率を変更する。
【００６５】
　また、図５Ｂに示されるように、明るさ設定画面においては、ユーザは、画面中央（図
５Ｂにおいて破線で囲まれた領域）をタップ操作することにより、照明装置２０の点灯及
び消灯を行うことができる。
【００６６】
　図５Ｂの例では、照明装置２０が点灯状態であるときに、タッチパネル１２によって画
面中央へのタップ操作が検出されると（図５Ｂの（ａ））、制御部１３は、表示部１１に
、画面中央の「ＯＮ」の文字を「ＯＦＦ」の文字に変更させる。また、制御部１３は、表
示部１１に、画面全体をグレースケール表示（または、ウォッシュアウト表示）させる（
図５Ｂの（ｂ））。このように、画面全体がグレースケール表示されることで、ユーザは
、照明装置２０の消灯中も、表示部１１を介して設定された調光率を認識することができ
る。
【００６７】
　そして、制御部１３は、第一通信部１４に、制御対象の照明装置２０あての制御信号で
あって、当該照明装置２０を消灯させるための制御信号を送信させる。これにより、照明
装置２０の発光部２３が消灯される。なお、照明装置２０の消灯中には、明るさの設定が
できない仕様であってもよい。つまり、照明装置２０の消灯中には、制御部１３は、タッ
チパネル１２によって周方向のスワイプ操作が検出されても、調光率を変更する処理を行
わない。
【００６８】
　同様に、照明装置２０が消灯状態であるときに、タッチパネル１２によって画面中央へ
のタップ操作が検出されると、制御部１３は、表示部１１に、画面中央の「ＯＦＦ」の文
字を「ＯＮ」の文字に変更させ、かつ、画面全体のグレースケール表示を解除させる。そ
して、制御部１３は、第一通信部１４に、制御対象の照明装置２０あての制御信号であっ
て、当該照明装置２０を設定された調光率で点灯させるための制御信号を送信させる。こ
れにより、照明装置２０の発光部２３が設定された調光率で点灯される。
【００６９】
　［付加機能設定画面］
　次に、付加機能設定画面における操作について説明する。図６は、付加機能設定画面に
おける操作を説明するための図である。図６は、照明装置２０が付加機能として照度セン
サを備える場合の付加機能設定画面を示している。
【００７０】
　図６に示されるように、付加機能設定画面においては、ユーザは、画面中央（図６にお
いて破線で囲まれた領域）をタップ操作することにより、付加機能のオン及びオフを行う
ことができる。例えば、照明装置２０が備える照度センサがオン状態であるときに、タッ
チパネル１２によって画面中央へのタップ操作が検出されると（図６の（ａ））、制御部
１３は、表示部１１に、画面中央の「ＯＮ」の文字を「ＯＦＦ」の文字に変更させる。ま
た、制御部１３は、表示部１１に、画面全体をグレースケール表示（または、ウォッシュ



(11) JP 6575911 B2 2019.9.18

10

20

30

40

50

アウト表示）させる（図６の（ｂ））。そして、制御部１３は、第一通信部１４に、制御
対象の照明装置２０あての制御信号であって、当該照明装置２０の照度センサをオフさせ
るための制御信号を送信させる。これにより、照明装置２０の照度センサがオフされる。
【００７１】
　同様に、照度センサがオフ状態であるときに、タッチパネル１２によって画面中央への
タップ操作が検出されると、制御部１３は、表示部１１に、画面中央の「ＯＦＦ」の文字
を「ＯＮ」の文字に変更させ、かつ、画面全体のグレースケール表示を解除させる。そし
て、制御部１３は、第一通信部１４に、制御対象の照明装置２０あての制御信号であって
、当該照明装置２０の照度センサをオンさせるための制御信号を送信させる。これにより
、照明装置２０の照度センサがオンされる。
【００７２】
　なお、照度センサは、付加機能の一例であり、付加機能については特に限定されない。
その他の付加機能としては、人感センサなどが例示される。
【００７３】
　［発光色設定画面］
　次に、発光色設定画面における操作について説明する。図７Ａ～図７Ｃは、発光色設定
画面における操作を説明するための図である。なお、図７Ａ及び図７Ｂのそれぞれにおい
て、（ｂ）は、ＨＳＶサークル（ＨＳＶ色空間を２次元的に表したもの）の模式図である
。ＨＳＶサークルにおいて、周方向は色相に対応する方向であり、径方向は彩度に対応す
る方向である。図７Ａの（ｂ）及び図７Ｂの（ｂ）では詳細に図示されていないが、ＨＳ
Ｖサークルにおける色は、実際には、座標に応じて連続的に変わる。
【００７４】
　図７Ａ及び図７Ｂに示されるように、発光色設定画面においては、ユーザは、スワイプ
操作を行うことによって照明装置２０の発光色を設定（変更）することができる。具体的
には、表示部１１の第一表示領域４０に発光色の候補となる単一色が表示され、当該単一
色は、スワイプ操作に応じて色空間上を動くように変わる。
【００７５】
　なお、第一表示領域４０は、表示部１１の画面のうち第二表示領域４１及び第二表示領
域４２を除いた部分であり、実施の形態では、発光色の候補となる色は、第一表示領域４
０の全部に表示される。なお、第一表示領域４０の表示部１１の画面全体に占める割合が
多いほど、ユーザが照明装置２０の発光色を容易に認識できる。第一表示領域４０は、例
えば、表示部１１の画面全体の８０％以上を占めるとよいが、表示部１１の画面全体の９
０％以上を占めるとさらによい。
【００７６】
　また、スワイプ操作は、表示部１１の画面内のいずれの場所で行われてもよい。つまり
、発光色設定画面においては、画面全体（タッチパネル１２全体）においてスワイプ操作
が有効となる。
【００７７】
　例えば、図７Ａに示されるように、ユーザが左右方向にスワイプ操作を行うと（図７Ａ
の（ａ））、第一表示領域４０に表示される単一色は、ＨＳＶサークル内を周方向に沿っ
て動くように変化する（図７Ａの（ｂ））。第一表示領域４０に領域３０の緑色が表示さ
れているときに、ユーザが左右方向にスワイプ操作を行うと、第一表示領域４０の色は、
領域３０から領域３１（または領域３２）に向かう円弧状の軌跡に沿って変化する。
【００７８】
　具体的には、ユーザが右スワイプ操作を行うと、第一表示領域４０に表示される単一色
は、ＨＳＶサークル内を時計回りに動くように変化する。つまり、タッチパネル１２によ
って右スワイプ操作が検出されると、制御部１３は、第一表示領域４０に表示される単一
色を、当該単一色がＨＳＶサークル内を時計回りに動くように変化させる。
【００７９】
　同様に、ユーザが左スワイプ操作を行うと、第一表示領域４０に表示される単一色は、
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ＨＳＶサークル内を反時計回りに動くように変化する。つまり、タッチパネル１２によっ
て左スワイプ操作が検出されると、制御部１３は、第一表示領域４０に表示される単一色
を、当該単一色がＨＳＶサークル内を時計回りに動くように変化させる。
【００８０】
　このように、ユーザは、左右方向にスワイプ操作を行うことによって、表示部１１の第
一表示領域４０に表示される単一色の色相を容易に変更することができる。つまり、情報
端末１０は、ユーザの操作性を向上することができる。
【００８１】
　なお、スワイプ操作の方向と、色相の変化方向との対応関係は逆であってもよく、制御
部１３は、右スワイプ操作が検出されると、第一表示領域４０に表示される単一色を、当
該単一色がＨＳＶサークル内を反時計回りに動くように変化させてもよい。そして、制御
部１３は、左スワイプ操作が検出されると、第一表示領域４０に表示される単一色を、当
該単一色がＨＳＶサークル内を時計回りに動くように変化させてもよい。
【００８２】
　また、図７Ｂに示されるように、ユーザが上下方向にスワイプ操作を行うと（図７Ｂの
（ａ））、第一表示領域４０に表示される単一色は、ＨＳＶサークル内を径方向に沿って
動くように変化する（図７Ｂの（ｂ））。例えば、第一表示領域４０に領域３０の緑色が
表示されているときに、ユーザが上下方向にスワイプ操作を行うと、第一表示領域４０の
画面の緑色の彩度が変化する。
【００８３】
　具体的には、ユーザが上スワイプ操作を行うと、第一表示領域４０に表示される単一色
は、ＨＳＶサークル内の径方向における外側（外周側）に向かって動くように変化する。
つまり、タッチパネル１２によって上スワイプ操作が検出されると、制御部１３は、第一
表示領域４０に表示される単一色を、当該単一色がＨＳＶサークル内の径方向における外
側に動くように変化させる。
【００８４】
　同様に、ユーザが下スワイプ操作を行うと、第一表示領域４０に表示される単一色は、
ＨＳＶサークル内の径方向における内側（中心側）に向かって動くように変化する。つま
り、タッチパネル１２によって下スワイプ操作が検出されると、制御部１３は、第一表示
領域４０に表示される単一色を、当該単一色がＨＳＶサークル内の径方向における内側に
動くように変化させる。
【００８５】
　このように、ユーザは、上下方向にスワイプ操作を行うことによって、第一表示領域４
０に表示される単一色の彩度を容易に変更することができる。つまり、情報端末１０は、
ユーザの操作性を向上することができる。
【００８６】
　なお、スワイプ操作の方向と、彩度の変化方向との対応関係は逆であってもよく、制御
部１３は、上スワイプ操作が検出されると、第一表示領域４０に表示される単一色を、当
該単一色がＨＳＶサークル内の径方向における内側に動くように変化させてもよい。そし
て、制御部１３は、下スワイプ操作が検出されると、第一表示領域４０に表示される単一
色を、当該単一色がＨＳＶサークル内の径方向における外側に動くように変化させてもよ
い。
【００８７】
　以上説明したように、制御部１３は、表示部１１の第一表示領域４０に表示されている
単一色を、検出されたスワイプ操作の向きに応じて異なる色に変更する。第一表示領域４
０に表示される単一色が変更されると、第一通信部１４は、制御部１３の制御に基づいて
、照明装置２０の発光色を第一表示領域４０に表示されている単一色に変更するための調
色信号を送信する。調色信号は、照明装置２０の発光部２３を第一表示領域４０に表示さ
れた色で発光させるための制御信号である。
【００８８】
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　調色信号の送信は、例えば、リアルタイムに行われる。つまり、第一通信部１４は、第
一表示領域４０に表示されている単一色が変更されるごとに、調色信号を送信する。第二
通信部２１によって調色信号が受信されると、照明制御部２２は、受信された調色信号に
応じて発光部２３の発光色を変更する。この結果、発光部２３は、第一表示領域４０に表
示されている単一色と同じ色で発光する。
【００８９】
　ところで、図７Ａ及び図７Ｂの例では、表示部１１の画面には、第一表示領域４０とは
別に、第二表示領域４１及び第二表示領域４２が表示されている。第二表示領域４１及び
第二表示領域４２は、左右方向にスワイプ操作を行ったとしたときに表示部１１に表示さ
れている単一色が近づく色（目印となる色）が表示される領域であり、表示部１１のうち
左右方向の端に表示される。また、第二表示領域４１及び第二表示領域４２のそれぞれは
、第一表示領域４０に連続する（隣接する）領域である。
【００９０】
　例えば、第一表示領域４０に領域３１の緑色が表示されているときには、表示部１１の
画面の右端に表示された第二表示領域４１は、領域３１の黄色と同じ色となる。第一表示
領域４０に領域３１の緑色が表示されているときには、表示部１１の画面の左端に表示さ
れた第二表示領域４２は、領域３２の青色と同じ色となる。
【００９１】
　これにより、ユーザは、どちらの方向にスワイプ操作を行えば、発光色がどの色に近づ
くかを容易に認識することができる。
【００９２】
　また、図７Ａ及び図７Ｂの例では、第一表示領域４０に表示されている単一色の色相及
び彩度の値が、画面の中央部分に文字で表示されている。つまり、表示部１１は、第一表
示領域４０に表示されている単一色の色相及び彩度の値を当該単一色に重畳して表示して
いる。
【００９３】
　これにより、ユーザは、第一表示領域４０に表示されている単一色の色相及び彩度の値
を容易に認識することができる。なお、色相及び彩度の値は、例えば、スワイプ操作が行
われるごとにリアルタイムで更新される。
【００９４】
　また、図７Ｃに示されるように、発光色設定画面においては、ユーザは、画面中央（図
７Ｃにおいて破線で囲まれた領域）を長押し操作することにより、表示部１１の画面への
操作を無効にすることができる。
【００９５】
　具体的には、タッチパネル１２によって画面中央の長押し操作が検出されると（図７Ｃ
の（ａ））、制御部１３は、表示部１１に錠前のアイコンを表示させる（図７Ｃの（ｂ）
）。表示部１１に錠前のアイコンが表示されているときには、制御部１３は、タッチパネ
ル１２によってスワイプ操作が検出されても、発光色（第一表示領域４０に表示されてい
る単一色）を変更する処理を行わない。
【００９６】
　これにより、ユーザの意図しない画面への操作による誤動作が抑制される。
【００９７】
　なお、このような画面への操作を無効にする処理は、明るさ設定画面においても行われ
てもよい。つまり、制御部１３は、明るさ設定画面が表示されているときにタッチパネル
１２によって画面中央の長押し操作が検出されたときに、表示部１１に錠前のアイコンを
表示させてもよい。表示部１１に錠前のアイコンが表示されているときには、制御部１３
は、スワイプ操作が検出されても、調光率を変更する処理を行わない。
【００９８】
　これにより、ユーザの意図しない画面への操作による誤動作が抑制される。
【００９９】
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　なお、表示部１１の画面の全体には、さらに、図７Ａの（ｂ）に示されるＨＳＶサーク
ルがさらに表示されてもよい。この場合、リューズ部１６への操作により、図７Ａの（ａ
）に示される画面と、ＨＳＶサークルが表示された画面とが切り替えられる。
【０１００】
　［発光色設定動作］
　次に、情報端末１０が実行する照明装置２０の発光色の設定動作についてフローチャー
トを参照しながら説明する。図８は、情報端末１０が実行する照明装置２０の発光色の設
定動作のフローチャートである。
【０１０１】
　まず、表示部１１は、制御部１３の制御に基づいて、照明装置２０の発光色の候補とな
る単一色を表示する（Ｓ１１）。
【０１０２】
　このとき表示される単一色は、照明装置２０が消灯中のときは、デフォルト設定の色で
あってもよいし、照明装置２０が消灯する直前の発光色であってもよい。照明装置２０が
消灯する直前の発光色を示す情報は、例えば、当該消灯の前に第一記憶部１５に記憶され
る。
【０１０３】
　また、照明装置２０が点灯中のときは、ステップＳ１１において表示される単一色を示
す情報は、第一記憶部１５にあらかじめ記憶されていてもよいし、照明装置２０の第二通
信部２１から第一通信部１４に送信（通知）されてもよい。
【０１０４】
　次に、タッチパネル１２は、スワイプ操作の検出を行う（Ｓ１２）。タッチパネル１２
がスワイプ操作を検出した場合（Ｓ１２でＹｅｓ）、制御部１３は、第一表示領域４０に
表示されている単一色を、検出されたスワイプ操作に応じて変更する（Ｓ１３）。なお、
ステップＳ１２の処理は、スワイプ操作が検出されるまで継続される（Ｓ１２でＮｏ）。
【０１０５】
　最後に、第一通信部１４は、制御部１３の制御に基づいて、照明装置２０の発光色を第
一表示領域４０に表示されている単一色に変更するための調色信号を照明装置２０あてに
送信する（Ｓ１４）。
【０１０６】
　［変形例］
　上記ステップＳ１４においては、第一通信部１４は、例えば、第一表示領域４０に表示
されている単一色が変更されるごとに、調色信号を送信する。つまり、第一表示領域４０
に表示されている単一色が変更されるとリアルタイムに照明装置２０の発光色が変更され
る。
【０１０７】
　しかしながら、決定操作が行われることによって調色信号が送信されてもよい。つまり
、決定操作が行われるまでは、第一表示領域４０に表示される単一色だけが変更されても
よい。図９は、変形例に係る照明装置２０の発光色の設定動作のフローチャートである。
なお、以下の図９の説明では、図８で既に説明された事項については説明が省略される場
合がある。
【０１０８】
　まず、表示部１１は、制御部１３の制御に基づいて、照明装置２０の発光色の候補とな
る単一色を第一表示領域４０に表示する（Ｓ１１）。タッチパネル１２は、スワイプ操作
の検出を行う（Ｓ１２）。タッチパネル１２がスワイプ操作を検出した場合（Ｓ１２でＹ
ｅｓ）、制御部１３は、第一表示領域４０に表示されている単一色を、検出されたスワイ
プ操作に応じて変更する（Ｓ１３）。なお、スワイプ操作の検出は、検出が行われるまで
継続される（Ｓ１２でＮｏ）。
【０１０９】
　その後、タッチパネル１２は、決定操作の受け付け（検出）を行う（Ｓ２１）。タッチ
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パネル１２が決定操作を受け付けた場合（Ｓ２１でＹｅｓ）、第一通信部１４は、制御部
１３の制御に基づいて、照明装置２０の発光色を第一表示領域４０に表示されている単一
色に変更するための調色信号を照明装置２０あてに送信する（Ｓ１４）。一方で、タッチ
パネル１２が決定操作を受け付けるまでは（Ｓ２１でＮｏ）、ステップＳ１２及びステッ
プＳ１３の処理が繰り返される。つまり、決定操作が行われるまでは、表示部１１に表示
される単一色だけが変更される。
【０１１０】
　このように、調色信号は、決定操作に基づいて送信されてもよい。なお、決定操作は、
例えば、画面中央部分へのタップ操作であるが、特に限定されない。
【０１１１】
　また、上記ステップＳ１４では、第一通信部１４は、照明装置２０あてに調色信号を送
信したが、照明制御システム１００においては、情報端末１０と照明装置２０との間に、
照明装置２０を制御する照明制御装置が介在する場合がある。
【０１１２】
　このような場合、上記ステップＳ１４において、第一通信部１４は、照明装置２０の調
色を指示する信号を照明制御装置あてに送信してもよい。つまり、ステップＳ１４におい
ては、第一通信部１４は、照明装置２０または照明装置２０を制御する照明制御装置に、
照明装置２０の発光色を第一表示領域４０に表示されている単一色に変更するための信号
を送信すればよい。
【０１１３】
　［効果等］
　以上説明したように、照明装置２０の発光色を制御する情報端末１０であって、表示部
１１及び表示部１１に設けられたタッチパネル１２を備える情報端末１０の制御方法は、
照明装置２０の発光色の候補となる単一色を表示部１１の第一表示領域４０に表示する表
示ステップを含む。また、上記制御方法は、タッチパネル１２によってスワイプ操作を検
出する検出ステップと、第一表示領域４０に表示されている単一色を、検出されたスワイ
プ操作に応じて変更する変更ステップとを含む。また上記制御方法は、照明装置２０の発
光色を第一表示領域４０に表示されている単一色に変更するための信号を送信する送信ス
テップとを含む。
【０１１４】
　例えば、表示部１１にＨＳＶサークルなどの色空間を表示させ、色空間内のタップ操作
が行われた位置における色を照明装置２０の発光色とする技術がある。このような技術は
、腕時計型の情報端末のように、表示部１１が小さい情報端末に適用されると、ユーザが
所望の位置をタップ操作することが難しい。つまり、操作性の向上が課題となる。
【０１１５】
　これに対し、上記制御方法では、表示部１１の第一表示領域４０には、単一色が表示さ
れ、ユーザは、単一色をスワイプ操作によって変更することにより、照明装置２０の発光
色を変更できる。したがって、表示部１１の画面が小さい場合も、操作性が確保される。
つまり、上記制御方法は、上記技術よりも、操作性を向上させることができる。
【０１１６】
　また、表示ステップにおいては、照明装置２０の発光色の候補となる単一色を第一表示
領域４０の全部に表示してもよい。
【０１１７】
　これにより、情報端末１０は、照明装置２０の発光色の視認性を高めることができる。
ユーザは、表示部１１が小さい場合であっても、発光色を容易に認識することができる。
【０１１８】
　また、変更ステップにおいては、第一表示領域４０に表示されている単一色が、検出さ
れたスワイプ操作に応じて所定の色空間内を移動するように、第一表示領域４０に表示さ
れている単一色を変更してもよい。所定の色空間は、上記実施の形態では、ＨＳＶサーク
ルであるが、特に限定されない。
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【０１１９】
　これにより、ユーザは、照明装置２０の発光色を所定の色空間内の色に設定（変更）で
きる。
【０１２０】
　また、変更ステップにおいては、第一表示領域４０に表示されている単一色を、検出さ
れたスワイプ操作の向きに応じて異なる色に変更してもよい。表示ステップにおいては、
さらに、所定の向きにスワイプ操作を行ったとしたときに第一表示領域４０に表示されて
いる単一色が近づく色を、表示部１１のうち所定の向きに対応する場所に位置する第二表
示領域４１（または第二表示領域４２）に表示してもよい。なお、所定の向きは、上記実
施の形態では、左向きまたは右向きであるが、上向きまたは下向きであってもよく、特に
限定されない。
【０１２１】
　これにより、ユーザは、どちらの方向にスワイプ操作を行えば、発光色がどの色に近づ
くかを容易に認識することができる。
【０１２２】
　また、表示ステップにおいては、さらに、第一表示領域４０に表示されている単一色の
色相及び彩度の値を当該単一色に重畳して表示してもよい。
【０１２３】
　これにより、ユーザは、発光色の色相及び彩度の値を認識することができる。
【０１２４】
　また、さらに、第一表示領域４０に表示されている単一色を照明装置２０の発光色とし
て決定する決定操作をタッチパネル１２によって受け付ける受付ステップを含んでもよい
。送信ステップにおいては、決定操作が受け付けられたときに、信号を送信してもよい。
【０１２５】
　これにより、ユーザ及び照明装置２０は、タッチパネル１２への決定操作に基づいて照
明装置２０の発光色を変更することができる。
【０１２６】
　また、送信ステップにおいては、第一表示領域４０に表示されている単一色が変更され
るごとに、信号を送信してもよい。
【０１２７】
　これにより、ユーザ及び照明装置２０は、第一表示領域４０に表示されている単一色の
変化に合わせてリアルタイムで照明装置２０の発光色を変更することができる。
【０１２８】
　また、送信ステップにおいては、照明装置２０または照明装置２０を制御する照明制御
装置に、信号を送信してもよい。
【０１２９】
　これにより、情報端末１０は、照明装置２０の発光色を、直接、または、照明制御装置
を介して制御することができる。
【０１３０】
　また、本発明は、上記制御方法をコンピュータに実行させるためのプログラムとして実
現されてもよい。
【０１３１】
　このようなプログラムによれば、上記制御方法と同一の効果が得られる。
【０１３２】
　また、照明装置２０の発光色を制御する情報端末１０は、第一表示領域４０を含み、照
明装置２０の発光色の候補となる単一色を第一表示領域４０に表示する表示部１１と、表
示部１１に設けられたタッチパネル１２とを備える。また、情報端末１０は、タッチパネ
ル１２がスワイプ操作を検出したときに、当該スワイプ操作に応じて第一表示領域４０に
表示される単一色を変更する制御部１３を備える。また、情報端末１０は、照明装置２０
の発光色を第一表示領域４０に表示されている単一色に変更するための信号を送信する第
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一通信部１４を備える。第一通信部１４は、送信部の一例である。
【０１３３】
　このような情報端末１０によれば、上記制御方法と同一の効果が得られる。
【０１３４】
　（その他の実施の形態）
　以上、実施の形態について説明したが、本発明は、このような実施の形態に限定される
ものではない。
【０１３５】
　例えば、上記実施の形態では、上下方向のスワイプ操作によって彩度が変更され、左右
方向のスワイプ操作によって色相が変更されたが、このようなスワイプ操作の方向と発光
色との対応関係は一例であり、対応関係は特に限定されない。例えば、左右方向のスワイ
プ操作によって彩度が変更され、上下方向のスワイプ操作によって色相が変更されてもよ
い。
【０１３６】
　また、上記実施の形態において、上下方向及び左右方向のいずれの方向とも交差する斜
め方向のスワイプ操作により、色相及び彩度が同時に変化してもよい。
【０１３７】
　上記実施の形態で説明された、ＨＳＶ色空間（ＨＳＶサークル）は、色空間の一例であ
り、その他の色空間が用いられてもよい。例えば、ＲＧＢ色空間が用いられてもよい。こ
の場合、例えば、上下方向のフリック操作、左右方向のスワイプ操作、及び、周方向のス
ワイプ操作の３種類のスワイプ操作と、Ｒ、Ｇ、Ｂの３色とが１対１で対応すればよい。
【０１３８】
　また、色空間として、ＣＩＥ表色系が用いられてもよい。例えば、上下方向のスワイプ
操作によってＣＩＥｘｙ色度図内のｙ方向に発光色が変化し、左右方向のスワイプ操作に
よってＣＩＥｘｙ色度図内のｘ方向に発光色が変化するような態様が考えられる。
【０１３９】
　また、上記実施の形態では、表示部の画面の左右の端に設けられた第二表示領域のそれ
ぞれに目安となる色が表示された。つまり、目安となる色が２つ表示された。しかしなが
ら、このような目安となる色は、少なくとも１つ表示されればよい。また、目安となる色
は、３つ以上表示されてもよい。例えば、表示部の画面の上下の端に設けられた第二表示
領域のそれぞれに目安となる色がさらに表示されてもよい。
【０１４０】
　また、上記実施の形態では、第一表示領域に色相及び彩度の両方の値が同時に表示され
たが、第一表示領域には、色相及び彩度の少なくとも一方の値が表示されればよい。また
、第一表示領域に、色相及び彩度の一方の値のみが表示される場合、タッチパネルが表示
部（第一表示領域）へのタップ操作等を検出するごとに、色相の値の表示と彩度の値の表
示とが切り替えられてもよい。つまり、ユーザの表示部への操作に応じて色相の値と彩度
の値とが選択的に表示されてもよい。
【０１４１】
　また、上記実施の形態において、特定の処理部が実行する処理を別の処理部が実行して
もよい。特定の処理部が実行する処理が他の装置によって実行されてもよい。具体的には
、特定の処理部が実行する処理が、情報端末とインターネットを介して接続されたサーバ
装置などによって行われてもよい。同様に、上記実施の形態で説明した制御方法の一部の
ステップが、情報端末とインターネットを介して接続されたサーバ装置などによって行わ
れてもよい。
【０１４２】
　また、上記実施の形態において、構成要素間の通信は、無線通信でもよいし、有線通信
でもよい。構成要素間の通信プロトコルは、特定のプロトコルに限定されない。
【０１４３】
　また、上記実施の形態において、各構成要素は、専用のハードウェアで構成されるか、
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各構成要素に適したソフトウェアプログラムを実行することによって実現されてもよい。
各構成要素は、ＣＰＵまたはプロセッサなどのプログラム実行部が、ハードディスクまた
は半導体メモリなどの記録媒体に記録されたソフトウェアプログラムを読み出して実行す
ることによって実現されてもよい。
【０１４４】
　また、各構成要素は、回路（または集積回路）でもよい。これらの回路は、全体として
１つの回路を構成してもよいし、それぞれ別々の回路でもよい。また、これらの回路は、
それぞれ、汎用的な回路でもよいし、専用の回路でもよい。
【０１４５】
　また、本発明の全般的または具体的な態様は、システム、装置、方法、集積回路、コン
ピュータプログラムまたはコンピュータ読み取り可能なＣＤ－ＲＯＭなどの記録媒体で実
現されてもよい。また、本発明の全般的または具体的な態様は、システム、装置、方法、
集積回路、コンピュータプログラム及び記録媒体の任意な組み合わせで実現されてもよい
。なお、本発明がシステムとして実現される場合、当該システムは、別体として製造され
た複数の装置によって構成されてもよいし、単一の装置によって構成されてもよい。
【０１４６】
　また、上記実施の形態において説明された情報端末の動作における複数の処理の順序は
一例である。複数の処理の順序は、変更されてもよいし、複数の処理は、並行して実行さ
れてもよい。
【０１４７】
　その他、各実施の形態に対して当業者が思いつく各種変形を施して得られる形態、また
は、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で各実施の形態における構成要素及び機能を任意に組
み合わせることで実現される形態も本発明に含まれる。
【符号の説明】
【０１４８】
　１０　情報端末
　１１　表示部
　１２　タッチパネル
　１３　制御部
　１４　第一通信部（送信部）
　２０、２０ａ　照明装置
　４０　第一表示領域
　４１、４２　第二表示領域
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